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相模原市エコアクション２１認証取得支援補助金 

交付申請書兼補助事業実績報告書 

 

令和８年  ２月  ５日  

相模原市長 あて 

 

申請者 郵 便 番 号 ２５２－５２７７ 

   住   所相模原市中央区中央 2-11-15 

                     (法人等の場合は所在地)  サガミハラリース 

                     フ リ ガ ナ    ミナミク イチロウ 

                     氏   名 株式会社相模原リース 

                         法人等の場合は名称 代表取締役 南区 一郎 

                     及び代表者の職・氏名 

    

 

 

 相模原市エコアクション２１認証取得支援補助金（以下「補助金」という。）の交付を受

けたいので、相模原市エコアクション２１認証取得支援補助金交付要綱（以下「要綱」とい

う。）第６条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請・報告します。 

 また、３の誓約事項について相違ないことを誓約します。 

 

１．申請金額 

        ￥      125,000      円 

【算出基礎】 

審査料 

（税抜き） 

認証・登録料 

（税抜き） 

申請する全ての

事業所従業員数 

うち市内事業

所従業員数 
申請額 

150,000円 
100,000円 

50人 25人 125,000円 

※対象経費との区分が困難な場合には、従業員数による按分により算出する。 

※算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。 

※補助上限額２５万円 

 

 

 

２．事業等の概要 

業種 その他 
資本金又は

出資金 
100万円 

従業員数 

（全事業所） 
50人 

 

 

第１号様式（第６条関係） 
記入例 

窓口に提出する日を記入してください。 

（郵送で提出する場合は、投函する日を

記入してください。） 

自署である場合、押印は不要です。 

なお、訂正印を使用する場合には、押印の省略はできません。 

※印を押す場合は、全ての書類を通して、「同一の印」（シャチハ

タ等スタンプ印は不可）を使用してください。 

市外に所有する事業所と同時にＥＡ２１を取得

する場合は、各事業所の従業員数が分かる書類

の写しをあわせて提出してください。 

審査料・認証登録費用は消費税及び地方消費税

相当額を除きます。 
事業の概要は、別途提出いただく履歴事

項全部証明書等の内容と一致するように

記載してください。 
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３．誓約事項 

１ 「相模原市エコアクション２１認証取得支援補助金のご案内」の内容を確認し、本補

助金の支給要件をすべて満たしていること。また、申請書類の記載事項及び添付書類等

の内容は真正であること。虚偽・錯誤等により支給要件を満たしていないことが判明し

た場合は、補助金の返還等に応じること。 

２ 申請内容を確認するために、本市から検査等の求めがあった場合は、これに応じるこ

と。 

３ 要綱第３条第１項第２号に規定する市税の滞納がないこと。 

４ 提出する書類等は、返却を求めないこと。 

 ５ 本補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付けるとともに、本補助金に

係る全ての関係書類は、５年間保管すること。 

 ６ 実施した補助事業について、本市からヒアリングやホームページの掲載等について依

頼があった場合、資料の提出等に協力すること。 

 

４．事業成果の説明 

   

１ 認証・登録日  令和８年  １月  ２４日 

２ 認証・登録番号 ○○○○○○○○ 

 

５．添付書類 

（１）会社概要、組織概要、又はこれに類するもの 

（２）登記事項証明書（申請者が個人の場合は所得税の確定申告書 B 第一票の写し） 

（３）未納の税額がない証明 

（４）暴力団又は暴力団員に該当しないことの誓約書及び同意書（第２号様式）並びに申請

者が法人の場合は役員等氏名一覧表（第３号様式） 

（５）エコアクション２１の認証・登録証の写し 

（６）審査及び認証・登録に要した費用の内訳がわかる書類及びこれを支払ったことが確認

できる書類の写し 

（７）環境経営レポート 

 

 

＜申請者が法人の場合 本申請についての担当責任者＞ 

担当責任者名  リース事業部 城山 二郎  連絡先  042-769-8240        

 

 

 

 

【市担当課処理欄】 

確認方法 確認者 

  


